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令
和
六
年
六
月
四
日 

内
閣
総
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大
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文

雄 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
額

賀

福

志
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殿 

  

衆
議
院
議
員
屋
良
朝
博
君
提
出
在
日
米
軍
基
地
か
ら
排
出
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
の
処
理
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙

答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
屋
良
朝
博
君
提
出
在
日
米
軍
基
地
か
ら
排
出
さ
れ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
の
処
理
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
木
原
防
衛
大
臣
の
答
弁
は
、
平
成
十
六
年
十
二
月
、
旧
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
（
現
中
間
貯
蔵
・
環
境

安
全
事
業
株
式
会
社
）
に
お
い
て
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
の
処
理
が
始
ま
っ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。 

一
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
二
〇
〇
二
年
十
二
月
の
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
（
「
２
＋
２
」
）
会
合
共
同
発
表
に
お
い
て
・
・
・
そ

の
方
針
は
日
米
両
政
府
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
」
及
び
「
い
わ
ゆ
る
汚
染
者
負
担
原
則
に
基
づ
く
当
事
者
で
あ
る
在
日

米
軍
に
代
わ
っ
て
防
衛
省
が
処
理
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
在
日
米
軍
か
ら
施
設
及

び
区
域
が
返
還
さ
れ
た
場
合
の
原
状
回
復
措
置
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互

協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定

（
昭
和
三
十
五
年
条
約
第
七
号
。
以
下
「
日
米
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
四
条
１
の
規
定
に
基
づ
き
、
提
供
施
設
整
備
及

び
米
軍
再
編
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
日
米
間
の
協
議
の
結
果
日
米
地
位
協
定
第
二
十
四
条
２
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ



 

２ 

 

れ
ぞ
れ
日
本
政
府
が
負
担
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
米
国
政
府
と
の
具
体
的
な
協
議
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
公
に
す
る
と
同
国
政
府
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
目
録
の
有
無
、
現
有
総
量
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
府
と
し
て
現
時
点
に
お
い
て
把
握
し

て
い
な
い
。
ま
た
、
米
国
と
の
間
で
、
日
米
地
位
協
定
第
二
十
五
条
１
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
合
同
委
員
会
等
様
々

な
場
で
、
外
務
省
、
環
境
省
、
防
衛
省
等
関
係
省
庁
で
連
携
し
つ
つ
、
環
境
対
策
が
実
効
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
取
り
組
ん

で
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
政
府
の
方
針
」
は
、
こ
う
し
た
米
国
政
府
と
の
具
体
的
な
協
議
の
内
容
に
係
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
を
公
に
す
る
と
同
国
政
府
と
の
信
頼
関
係
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た

い
。 

三
の
１
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
米
軍
が
全
て
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
処
理
、
廃
棄
す
る
方
針
」
は
米
国
政
府
が
そ
の
責
任
に
お
い
て
決
定
し
た

も
の
で
あ
り
、
日
米
地
位
協
定
に
基
づ
く
対
応
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。 

三
の
２
及
び
３
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
 

御
指
摘
の
「
米
側
負
担
か
ら
日
本
側
負
担
に
変
更
し
た
」
、
「
費
用
負
担
者
の
変
更
」
及
び
「
国
会
に
諮
る
」
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
の
２
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
在
日
米
軍
か
ら
施
設
及
び
区
域
が
返

還
さ
れ
た
場
合
の
原
状
回
復
措
置
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
日
米
地
位
協
定
第
四
条
１
の
規
定
に
基
づ
き
、
提
供
施
設

整
備
及
び
米
軍
再
編
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
は
、
日
米
間
の
協
議
の
結
果
日
米
地
位
協
定
第
二
十
四
条
２
の
規
定
に
基
づ

き
、
そ
れ
ぞ
れ
日
本
政
府
が
負
担
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
国
会
の
審
議
を
受
け
議
決
を
経
た
予

算
の
範
囲
内
に
お
い
て
実
施
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
網
羅
的
に
調
査
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
防
衛
省
が
把
握
し
て

い
る
限
り
に
お
い
て
、
返
還
地
を
含
む
在
日
米
軍
施
設
及
び
区
域
の
名
称
並
び
に
平
成
十
五
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
に

処
理
し
た
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
五

号
。
以
下
「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃

棄
物
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
総
量
に
つ
い
て
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 
 

返
還
地
を
含
む
在
日
米
軍
施
設
及
び
区
域
の
名
称 

三
沢
飛
行
場
、
横
田
飛
行
場
、
旧
府
中
通
信
施
設
、
旧
深
谷
通
信



 

４ 

 

所
、
根
岸
住
宅
地
区
、
旧
上
瀬
谷
通
信
施
設
、
富
士
営
舎
地
区
、
岩
国
飛
行
場
、
佐
世
保
海
軍
施
設
、
旧
知
覧
通
信
所
、

キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
、
旧
恩
納
通
信
所
、
ト
リ
イ
通
信
施
設
、
旧
嘉
手
納
飛
行
場
、
嘉
手
納
飛
行
場
、
旧
キ
ャ
ン
プ
桑

江
、
旧
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
、
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
、
普
天
間
飛
行
場
、
旧
牧
港
補
給
地
区
及
び
牧
港
補
給
地
区 

 
 
 

種
類 

変
圧
器
、
安
定
器
、
コ
ン
デ
ン
サ
ー
等 

 
 
 

総
量 

約
四
百
八
十
二
ト
ン 

四
の
２
に
つ
い
て 

 
 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
と
は
、
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
原
液
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル

を
含
む
油
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、
付
着
し
、
若
し
く
は
封
入
さ
れ
た
物
が
廃
棄
物
（
廃
棄

物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
掃
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
を
い
う
。
）
に
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
廃
掃
法
第
二
条
第
一
項
に
お
い
て
、
廃
棄
物
と
は
、

ご
み
、
粗
大
ご
み
、
燃
え
殻
、
汚
泥
、
ふ
ん
尿
、
廃
油
、
廃
酸
、
廃
ア
ル
カ
リ
、
動
物
の
死
体
そ
の
他
の
汚
物
又
は
不
要
物

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
建
物
」
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
に
該
当
し
な
い
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、
御
指

摘
の
「
建
物
ご
と
引
き
受
け
た
」
こ
と
は
、
特
別
措
置
法
第
十
七
条
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
譲
渡
し
及
び
譲



 

５ 

 

受
け
に
は
当
た
ら
な
い
。 

四
の
３
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
四
の
２
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
「
建
物
」
は

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
に
該
当
し
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
機
器
が
電
路
に
接
続
さ
れ
て

い
た
か
ど
う
か
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
建
物
ご
と
引
き
受
け
た
」
こ
と
は
、
特
別
措
置
法
第
十
七
条
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
Ｐ

Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
譲
渡
し
及
び
譲
受
け
に
は
当
た
ら
ず
、
不
適
切
な
対
応
で
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。 

四
の
４
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
手
続
上
の
瑕
疵
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
特
別
措
置
法
第
十
七

条
に
お
い
て
は
、
建
物
の
引
渡
し
に
際
し
、
御
指
摘
の
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
有
無
を
確
認
」
す
る
こ
と
と
は
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
在
日
米
軍
及
び
防
衛
省
の
間
に
お
い
て
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
有
無
を
確
認
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
特
別
措
置
法
の

規
定
に
違
反
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

四
の
５
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
平
成
十
四
年
時
点
で
在
日
米
軍
が
保
管
し
て
い
る
と
明
ら
か
に
し
、
独
自
に
処
理
す
る
と
の
方
針
を
決
定
し



 

６ 

 

て
い
た
三
千
百
十
八
ト
ン
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
府
と
し
て
、
そ
の
詳
細
を
承
知
し
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答

え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


